
条例指定法人から提出された外部評価結果 

 

○特定非営利活動法人 あやべ福祉フロンティア・・・・・・・・ １  ～ ５ 

 

○特定非営利活動法人 花山星空ネットワーク・・・・・・・・・ ６  ～ １０ 

 

○特定非営利活動法人 環境市民・・・・・・・・・・・・・・・ １１ ～ １５ 

 

〇特定非営利活動法人 劇研・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ ～ １９ 

 

○特定非営利活動法人 加茂女・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ ～ ２３ 

 

○特定非営利活動法人 フォーラムひこばえ・・・・・・・・・・ ２４ ～ ２８ 

 

○特定非営利活動法人 FaSoLabo京都・・・・・・・・・・・・・  ２９ ～ ３２ 

 

○特定非営利活動法人 京都ＤＡＲＣ・・・・・・・・・・・・・   ３３ ～ ３６ 

 

○参考：条例指定法人の決算月及び毎事業年度の事業報告書類の提出期限等 

 
法 人 名 所轄庁 決算月 

事業報告書類 

の提出期限 

審査委員会への報告

時期（例年）（※１） 
 

1 古材文化の会 京都市 毎年９月 毎年１２月末 毎年３月頃  

2 あやべ福祉フロンティア 京都府 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

3 花山星空ネットワーク 京都市 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

4 環境市民 京都市 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

5 劇研 京都市 
毎年３月

（※２） 
毎年 ６月末 毎年 10月頃  

6 加茂女 京都府 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

7 フォーラムひこばえ 京都市 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

8 FaSoLabo京都 京都市 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

9 京都ＤＡＲＣ 京都市 毎年３月 毎年 ６月末 毎年 10月頃  

※１ 古材文化の会のみ決算月が異なるため、後日開催する審査委員会で報告させていただきま

す。 

※２ 劇研については、令和２年２月４日付けで決算月を３月とする旨の定款変更をされていま

す（従来は、８月）。 

資料１ 
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特定非営利活動に関する外部評価の評価項目について 

評価対象法人 特定非営利活動法人 あやべ福祉フロンティア 

評価者氏名（職名） 金川 めぐみ  （和歌山大学准教授） 

評価対象期間（年度） 令和２年度（令和２年４月 １日～令和３年３月３１日） 

１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況 

（１）事業活動について 

ア 事業計画等を策定しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

各事業年度の事業計画は，組織的な合意形成(総会・理

事会等)に沿って策定しているか。 
☑ □ ☑ □ 

法人の目的を達成するための中長期的計画を策定し

ているか。 
☑ □ ☑ □ 

イ 法人の目的を達成するための基幹となる事業を実施しているか。 

法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

☑ □ ☑ □ 

→ 法人自己評価及び外部評価が「はい」の場合，基幹となる事業のうち優先順位の高いも

のから順に３件程度記入。 

項 目 
法人全体の労力に占める 

事業に割く労力の割合※ 

事業名  運転部 ４５％ 

事業名  清山部 ４０％ 

事業名  介助部 １５％ 

※ 例）総従事時間数に占める各事業の従事時間数の割合 

（２）組織運営について 

ア 定款に定める権能に基づき，総会で審議・意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。 
☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑ □ ☑ □ 

イ 【定款で理事会の設置を定めている場合】定款に定める権能に基づき，理事会で審議・

意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。また，総会の審議事項との区分は明確か。 
☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑ □ ☑ □ 
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ウ 監事による監査は適正に行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

監事はその法人における特別な立場を理解し，第三者

性及び公正性が確保されているか。 
☑ □ ☑ □ 

監事は法人の理事や職員を兼務していないか。 ☑ □ ☑ □ 

監事は定款に定める職務を執行しているか。 ☑ □ ☑ □ 

予算・決算書の作成者が，監査まで行っていないか。 ☑ □ ☑ □ 

（３）情報公開について 

法人に関する情報を公開しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

活動の状況や法人運営に係る情報をホームページ等

の情報開示ツールで発信しているか。また，適時に更

新しているか。 

□ ☑ ☐ ☑ 

活動の報告等を会報誌等で情報発信しているか。 □ ☑ ☐ ☑ 

法定の閲覧書類（事業報告書等，役員名簿，定款等）

はいつでも閲覧できる状態か。 
☑ □ ☑ □ 

事業報告書等の記載内容は，外部に対して理解しても

らえるように工夫※して作成されているか。 
☑ ☐ ☑ ☐ 

※例：概要の記載や、写真やデータなどを用いたレイアウト等、読み手に対して内容を分かりや

すく伝える工夫 

（４）コンプライアンス（法令遵守等）について 

コンプライアンス（法令遵守等）の観点から組織として取組を推進しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

事業・活動に関連する法令※を把握し，遵守している

か。 
☑ □ ☑ □ 

重要な事項や個人情報を含むデータ・書類等のリスク

マネジメントを行っているか。 
☑ □ ☑ □ 

※対象となる法令：特定非営利活動促進法，登記に関する法令（組合等登記令），税に関する法令

（法人税法等），労務に関する法令（労働基準法等），事業ごとに適用される法令（例：介護保

険制度に基づくサービス提供←介護保険法の適用）など 

（５）外部評価について 

活動内容を評価し，改善する仕組みを有しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

これ以前に外部評価を受けたことがあるか。 ☑ □ ☑ □ 

外部評価を受けた結果を，理事会等で審議する機会を

設ける等，改善する機能を有しているか。 
☑ ☐ ☑ □ 
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２ 法人の事業活動に関する所見 

※ 活動の意義・成果等，広く社会に対して活動の成果を発信しているか，地域団体等の他団体との連携の状況など 

NPO法人あやべ福祉フロンティアの事業活動に関する外部所見は以下の通りである。 

 定款によると、その活動の目的は「綾部市における市民活動、とりわけ高齢者・障害者・子

どもなど、社会的に弱い立場にある人々に対するボランティア活動を様々な形で支援し発展さ

せることで、豊かなまちづくりにつなげること」（定款第 3条）である。 

令和２年度の事業実施報告書をみると、上記目的に沿い、①福祉移送サービスを行う「運転

部」、②病院介助ボランティア等を行う「介助部」、③ボランティア交流会等各種企画活動を行

う「企画部」、④清山荘の管理事業を行う「せいざん（清山荘）」、⑤さまざまな生活サポート

を行う「お助けフロンティア」の 5事業が実施されており、いずれの事業も本 NPO法人の活動

意義をよく理解した上で実施されているといえる。 

上記 5事業の成果として、例えば主要事業である「運転部」事業は、令和 2年度の利用会員

約 1,602 人、実働運転会員約 87 人と安定的に事業実施を行っている。近年では病院での移送

回数が増加しており、この意味で本事業が安定的に運営されかつ利用者からの信頼も保たれて

おり、成果が大きい。他の事業はこの間の新型コロナの影響により、やむを得ず事業の中止等

を強いられているものの、トータルとしてみれば事業運営費に見合った活動実績を上げており

成果があると考えられる。 

社会に対しての活動成果の発信として、清山荘の運営管理を行っており、その場を活用する

ことにより特に綾部市民に対し情報発信を積極的に行っていることが事業報告書からわかる。

団 体 HP （ http://www.ayabe-wf.net/?page_id=124 ） の 情 報 更 新 並 び に Canpan HP

（https://fields.canpan.info/organization/detail/1613405214#attached）の情報更新が引

き続き必要であるので検討いただきたい。会報は 15周年記念などを不定期で発行していると、

当該団体から聞いているが、できれば不定期ではなく定期的な情報発信が望ましい。 

 

３ 法人の組織運営に関する所見 

※ 財務管理の透明性，組織体制の状況など 

NPO法人あやべ福祉フロンティアの法人の運営組織に関する外部所見は以下の通りである。 

同法人の理事会議事録、総会議事録、令和 2 年度事業報告書等の各種書類を確認した。こ

れらの書類を確認した上で、財務管理の透明性について問題ないと判断した。 

また組織運営の体制等も、各種書類を確認したが、いずれも問題はないと確認できた。 

情報公開についてであるが、事業報告書などは作成できており、こちらの適切性については

問題ない。だが上記 2 に記載したように、HP の更新が最新のものになっていないので更新を

お願いしたい(この点については事務局からも HP 更新をしていきたいとの考えをお伺いして

いる)。また定期的な会報発行もご検討いただきたい。 

コンプライアンス（法令遵守等）については、同法人の服務規程および会員への研修会の内

容を確認した。特に福祉有償運転を実施する事業を有する NPOとしては、安全管理やリスクマ

ネジメントは大事な要素である。ただ令和 2年度はコロナ禍のため運転ボランティア講習会は

実施できず、この点はやむをえないと考える。 

また組織運営の透明化のためには、会員相互の意思疎通が図られているかが重要な要素であ

るが、前述の通り令和 2年度「ボランティア交流会」や「運転部意見交換会」はコロナ禍のた

め実施を中止した。これはやむを得ないといえよう。いずれにしても総会等を通じて、会員の

意見をくみ取る場の設定が工夫されており、事業の透明化の点についても問題ないと考える。 

3
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≪評価対象法人記入欄≫ 

４ 外部評価結果への対応状況 

  外部評価により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況（今後対応する場合は対応予定） 

提言・指摘等を受けた事項 対応状況又は対応予定 

情報発信をもっと向上させていってほ

しい。発信のやり方を検討する。 

ホームページの確立もすすめてほしい。 

 

 

 

各戸配布のせいざんだよりを年４回が６回に、各戸

配布の市の広報誌ネットにせいざんの項目を入れて

もらうように交渉しています。またホームページも

鋭意、早く仕上げるよう努めてゆきます。 

しかしながら、行事計画→中止、イベント予定延期

の繰り返しで今のところアクティブな発信がちゅう

ちょされる日々が続いております。 

移送サービスも、本来の病院通いの送迎以外に外出

困難な高齢者のワクチン接種の応援に対応してボラ

ンティアの負担が重なっております。 

コロナ禍はあらゆる面で活動支援に良い影響を与え

ません。そういったところも広報したいと考えます。 

たとえて言いますと、救急車の〃その電話本当に必

要ですか？〃の思いも入れて必要な方に対応したい

と思っています。 

  

  

  

  

 

 

 

備考（審査委員会のコメント） 
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特定非営利活動に関する外部評価の評価項目について 

評価対象法人 特定非営利活動法人環境市民 

評価者氏名（職名） 折田泰宏氏（弁護士）、宗田好史氏（京都府立大学教授） 

評価対象期間（年度） 2020 年度（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況 

（１）事業活動について 

ア 事業計画等を策定しているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

各事業年度の事業計画は，組織的な合意形成(総会・理

事会等)に沿って策定しているか。 ☑ □ ☑ □ 

法人の目的を達成するための中長期的計画を策定し

ているか。 ☑ □ ☑ □ 

イ 法人の目的を達成するための基幹となる事業を実施しているか。 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 
☑ □ ☑ □ 

→ 法人自己評価及び外部評価が「はい」の場合，基幹となる事業のうち優先順位の高いも

のから順に３件程度記入。 

項 目 法人全体の労力に占める 
事業に割く労力の割合※ 

事業名 

持続可能な地域創造／気候変動の適応共創プログラム  35％ 

事業名 グリーンコンシューマー・持続可能な消費プロジェクト 35％ 

事業名 環境教育 30％ 
※ 例）総従事時間数に占める各事業の従事時間数の割合 

（２）組織運営について 

ア 定款に定める権能に基づき，総会で審議・意思決定が行われているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 ☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。 ☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 ☑ □ ☑ □ 

イ 【定款で理事会の設置を定めている場合】定款に定める権能に基づき，理事会で審議・

意思決定が行われているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 ☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。また，総会の審議事項との区分は明確か。 ☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 ☑ □ ☑ □ 
11
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ウ 監事による監査は適正に行われているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

監事はその法人における特別な立場を理解し，第三者

性及び公正性が確保されているか。 ☑ □ ☑ □ 

監事は法人の理事や職員を兼務していないか。 ☑ □ ☑ □ 

監事は定款に定める職務を執行しているか。 ☑ □ ☑ □ 

予算・決算書の作成者が，監査まで行っていないか。 ☑ □ ☑ □ 

（３）情報公開について 

法人に関する情報を公開しているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

活動の状況や法人運営に係る情報をホームページ等

の情報開示ツールで発信しているか。また，適時に更

新しているか。 
☑ □ ☑ □ 

活動の報告等を会報誌等で情報発信しているか。 ☑ □ ☑ □ 

法定の閲覧書類（事業報告書等，役員名簿，定款等）

はいつでも閲覧できる状態か。 ☑ □ ☑ □ 

事業報告書等の記載内容は，外部に対して理解しても

らえるように工夫※して作成されているか。 ☑ □ ☑ □ 

※例：概要の記載や、写真やデータなどを用いたレイアウト等、読み手に対して内容を分かりや

すく伝える工夫 

（４）コンプライアンス（法令遵守等）について 

コンプライアンス（法令遵守等）の観点から組織として取組を推進しているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

事業・活動に関連する法令※を把握し，遵守している

か。 ☑ □ ☑ □ 

重要な事項や個人情報を含むデータ・書類等のリスク

マネジメントを行っているか。 ☑ □ ☑ □ 

※対象となる法令：特定非営利活動促進法，登記に関する法令（組合等登記令），税に関する法令

（法人税法等），労務に関する法令（労働基準法等），事業ごとに適用される法令（例：介護保

険制度に基づくサービス提供←介護保険法の適用）など 

（５）外部評価について 

活動内容を評価し，改善する仕組みを有しているか。 

項 目 法人自己評価 外部評価 
はい いいえ はい いいえ 

これ以前に外部評価を受けたことがあるか。 ☑ □ ☑ □ 

外部評価を受けた結果を，理事会等で審議する機会を

設ける等，改善する機能を有しているか。 ☑ □ ☑ □ 
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２ 法人の事業活動に関する所見 

※ 活動の意義・成果等，広く社会に対して活動の成果を発信しているか，地域団体等の他団体との連携の状況など 

今年度はコロナウイルス感染症蔓延防止のため緊急事態宣言が出され、従来の活動が制限さ
れ、その対応に追われた 1 年たった。年度当初には、関係機関同様に当法人も大いに困惑した
ものの、いち早くリモートを活用して事業活動を再開することができた。そして、リモートを
通じた活動ならではの成果を上げることができた。 

その成果の一つがノートルダム女子高校での生徒さんのオンラインならではの反応であり、
もう一つが副代表理事の松⽥さんの在宅勤務ぶりであると感じた。従来、市⺠公益活動は、現
場を重視するといって当然対面で伝統的なスクール形式で受講者が受け身になりがちだった。
また、社会人のボランティア参加が多く、一般の勤務時間外に事務所に集まって会議を開くの
が一般的だった。しかし、対面でなくともオンラインで十分に対話できること、むしろリモー
トだから発言しやすく、能動的になる人もいることが分かった。また移動の時間が不要になり、
家庭生活の傍らで仕事を進めることで普通の市⺠の⽇常生活に近い感覚で活動を続けること
ができることを学んだ。 

この二つの例示だけに限らず、今年度の多くの活動実績から、ウイズコロナを経た新時代の
市⺠活動の新しい形への気付きにつながったと考える。特に、社会への発信が一気に広がる予
感があった。関連団体の多くがオンラインでつながる中、今後の展開が期待される。 
外部評価委員を代表してまとめ：宗田好史氏（京都府立大学教授） 

 

 

３ 法人の組織運営に関する所見 

※ 財務管理の透明性，組織体制の状況など 

 

今年度はコロナで活動が縮小し、収入・支出とも大きな影響を受けた。そのため、持続化給
付金、家賃補助などをえて財務上の困難を乗り越えたといえる。それでいて、上記のようにオ
ンラインに対応したリモート会議、セミナーを活用し、新しい活動を始めており、時宜をえた
適切な対応だったと評価できる。 

組織体制は、専任の事務局メンバーが今年度も補充できていないことが課題とはいうが、組
織外の支援者等の協⼒もあり、柔軟に対応したと考える。環境市⺠の活動は、これまでも全国
の仲間の皆さんと連携して続いてきた。今年度は頻繁に行き来すして対面での共同作業はほと
んどなくなったが、リモート会議を活用し、時間を有効に使い、社会的影響⼒を維持しつつ、
新たな活⼒を生み出すことに努めた。オンラインだからこそ、これまで培ったネットワークが
活用できたといえる。 

外部評価委員を代表してまとめ：宗田好史氏（京都府立大学教授） 
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≪評価対象法人記入欄≫ 

４ 外部評価結果への対応状況 

  外部評価により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況（今後対応する場合は対応予定） 

提言・指摘等を受けた事項 対応状況又は対応予定 

環境首都創造ネットワークが解散し、持

続可能な地域創造ネットワークへと変

わったとのことだが、組織構成はどのよ

うになっているのか。（折田氏） 

2020 年 6月 26 日、新組織である持続可能な地域創造

ネットワークが設立した。これは環境市民が事務局

を務める環境首都創造ネットワークと環境自治体会

議とが一緒になったもの。これまでの自治体、研究

者、NGO に加えて、会員はおよそ１１０個人・団体。

教育機関の関係者や大学生も加わった構成となり、

プロジェクトベースで動いている。環境市民が担当

しているプロジェクトとしては、「自治体の持続可能

性（SDGs）の評価指標」を作っていこうというもの

と、「地域主体の適応策（気候変動の地元学）を実践

していくプロジェクトとなっている。（杦本）」 

コロナ禍で、講演依頼への影響はある

か。 

（折田氏） 

講演予定だったものが中止になったり、延期になっ

たりと影響はまだまだ続いている。しかし、オンラ

インでも研修や講演が可能なことを紹介し、実施に

至ったものもある。 

提案することで相手の考え方が変わる可能性もあ

る。（下村） 

オンラインによる講演、セミナーなどへ

の対応が必要になった。オンラインだか

らこそできるものがあるが、活用具合は

どうか。 

また、オンラインになったことで全国か

らの参加や、これまで参加しにくかった

層（例えば子育て世代など）も、セミナ

ーやミーティングにも参加できるよう

になり多様性が広がっている。変化を遂

げる社会が求める形を提供していける

か。（宗田氏） 

2020 年度には、企業のエシカル通信簿の連続セミナ

ーや自治体のごみ削減研修などをオンラインで行な

った。また、再エネセミナーや地球研との協働で開

催したオンラインセミナー もオンラインというこ

とで全国からの参加者を得ることができた。 

対面であるほうがやりやすい面もあるが、今後は、

さらにオンラインでのやり方を工夫し活用してい

く。 

今年度は、環境マイスター事業もオンラインも含め

て検討し、提案していく予定（杦本、下村）。 

人口減による都市の変わり方、ライフス

タイルの変化を読み取った上での今後

の活動を考えていく必要があるが。（宗

田氏） 

自分自身、今日はオンラインで出席をし、途中、子

どもに夕食を食べさせなるなどもできた。 

これからも、アドバイスをお願いしたい。（松田） 

 

今後は、地球環境問題と福祉や人権分野

など、他分野を組みあわせた内容の講演

依頼や取り組みが求められるはず。 

他分野の人たちも環境問題について考

えてもらえる機会になる（宗田氏） 

世界人権宣言大阪連絡会議からも「地球環境問題と

人権」というテーマでの講演依頼があった。また、

その流れでイオンリテーリングでも同様のテーマで

の研修を行なっている。今後は意識して人権分野へ

の働きかけもしていかねばならない。（杦本） 

 

 

 

備考（審査委員会のコメント） 

（審査委員会に報告後，当方で記載します。） 
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この様式について 

 

○ 京都府及び京都市の条例指定を受けたＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）の外部評価を

実施する際の基本的な評価項目を提示したものです。 

 

○ 所轄庁（京都府又は京都市）に提出された評価結果は，京都府・京都市の審査委員会に

報告するとともに，所轄庁において一般に公開します。 

 

○ 他の評価項目が必要な場合は，適宜項目を追加してください。 

 

 

 

記 載 要 領 

 

① １～２ページの「１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況」チェック欄に，外部

評価を受ける評価対象法人が「法人自己評価」欄に自己評価結果を記入してください。 

 

② その後，評価者が１～２ページの「１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況」チ

ェック欄の「外部評価」欄（太線枠内）に外部評価結果を記入してください。 

また，３ページの２つの所見欄「２ 法人の事業活動に関する所見」及び「３ 法人の

組織運営に関する所見」（太線枠内）には，チェックリストの評価項目を含め評価者が評価

した結果について，法人の事業活動に関する事項と組織運営に関する事項に分けて記載し

てください。 

 

③ ４ページの≪評価対象法人記入欄≫の「４ 外部評価結果への対応状況」に，外部評価

により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況について，外部評価を受けた評価対象

法人が事項ごとに分けて記載してください。 
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特定非営利活動に関する外部評価の評価項目について 

評価対象法人 特定非営利活動法人 加茂女 

評価者氏名（職名） 三宅 諭（公益財団法人国際高等研究所ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ） 

評価対象期間（年度） 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況 

（１）事業活動について 

ア 事業計画等を策定しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

各事業年度の事業計画は，組織的な合意形成(総会・理

事会等)に沿って策定しているか。 
☑ □ ☑ □ 

法人の目的を達成するための中長期的計画を策定し

ているか。 
☑ □ □ ☑ 

イ 法人の目的を達成するための基幹となる事業を実施しているか。 

法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

☑ □ ☑ □ 

→ 法人自己評価及び外部評価が「はい」の場合，基幹となる事業のうち優先順位の高いも

のから順に３件程度記入。 

項 目 
法人全体の労力に占める 

事業に割く労力の割合※ 

事業名 竹林整備と 

竹活用のビジネスモデル構築 
６５％ 

事業名 リサイクル活動 ２０％ 

事業名 広報誌の発行と寄付金集め １５％ 

※ 例）総従事時間数に占める各事業の従事時間数の割合 

（２）組織運営について 

ア 定款に定める権能に基づき，総会で審議・意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。 
☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑ □ □ ☑ 

イ 【定款で理事会の設置を定めている場合】定款に定める権能に基づき，理事会で審議・

意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。また，総会の審議事項との区分は明確か。 
☑ □ □ ☑ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑ □ □ ☑ 
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2 

 

 

ウ 監事による監査は適正に行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

監事はその法人における特別な立場を理解し，第三者

性及び公正性が確保されているか。 
☑ □ ☑ □ 

監事は法人の理事や職員を兼務していないか。 ☑ □ ☑ □ 

監事は定款に定める職務を執行しているか。 ☑ □ ☑ □ 

予算・決算書の作成者が，監査まで行っていないか。 ☑ □ ☑ □ 

（３）情報公開について 

法人に関する情報を公開しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

活動の状況や法人運営に係る情報をホームページ等

の情報開示ツールで発信しているか。また，適時に更

新しているか。 

☑ □ ☑ □ 

活動の報告等を会報誌等で情報発信しているか。 ☑ □ ☑ □ 

法定の閲覧書類（事業報告書等，役員名簿，定款等）

はいつでも閲覧できる状態か。 
☑ □ ☑ □ 

事業報告書等の記載内容は，外部に対して理解しても

らえるように工夫※して作成されているか。 
☑ □ ☑ □ 

※例：概要の記載や、写真やデータなどを用いたレイアウト等、読み手に対して内容を分かりや

すく伝える工夫 

（４）コンプライアンス（法令遵守等）について 

コンプライアンス（法令遵守等）の観点から組織として取組を推進しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

事業・活動に関連する法令※を把握し，遵守している

か。 
☑ □ ☑ □ 

重要な事項や個人情報を含むデータ・書類等のリスク

マネジメントを行っているか。 
☑ □ ☑ □ 

※対象となる法令：特定非営利活動促進法，登記に関する法令（組合等登記令），税に関する法令

（法人税法等），労務に関する法令（労働基準法等），事業ごとに適用される法令（例：介護保

険制度に基づくサービス提供←介護保険法の適用）など 

（５）外部評価について 

活動内容を評価し，改善する仕組みを有しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

これ以前に外部評価を受けたことがあるか。 ☑ □ ☑ □ 

外部評価を受けた結果を，理事会等で審議する機会を

設ける等，改善する機能を有しているか。 
☑ □ ☑ □ 
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3 

 

 

２ 法人の事業活動に関する所見 

※ 活動の意義・成果等，広く社会に対して活動の成果を発信しているか，地域団体等の他団体との連携の状況など 

 

本法人は、その目的に「地域住民に対して、ボランティア活動を活発にし、併せて町づくりへ

の積極的参加を推進する」ことを理念として掲げ、各種の事業を活発に展開し、大きな成果を

挙げている。取り組まれている事業を列記すると、①新たなコミュニティを創造するための育

成活動、②住民交流施設などの運営と研究、③地域活性化のためのイベントなどの開催及び参

加、④ミニコミ誌などの発行、⑤市内放置竹林整備などの環境保全及びその活用、⑥地場産業

の育成、⑦環境保全推進のためのリサイクル事業と多岐にわたっている。 

 

中でも「市内放置竹林整備などの環境保全及びその活用」を中心に展開される活動は、京都南

山城地域を代表する天然資源「竹」に着目し、その持つ有用性を現代社会に問いかけ、活かし

て行こうとする特筆すべき取組となっている。地域環境の保全に止まらず地場産業の育成と、

それを核とした確かな地域づくりへの展望を拓く因となるものとして期待される。更に、2030

年を目標年次とする国連の掲げる「SDGs」の取組、また、2050 年目標年次とする国の掲げる

「グリーン成長戦略」にも関連する取組としてその発展が期待される。 

 

それだけに、各年度の社員総会の議決に基づく単年度事業計画としてだけでなく、中長期的視

点に立って計画を策定し、各事業が体系的、系統的実践されていくことを希望する。そのため

には、理事長のもとに理事を始めとする有識者の議論の場を設け、中長期的計画の策定に向け

て集中的に議論されてはいかがであろうか。また、その際に、こうした課題に対応できる中長

期的な執行体制、財務管理の在り方についても議論されてはいかがであろうか。 

 

追って、定款規定されている事業項目と各年度の事業計画の項目建てが照応していないものが

ある。実態に即して、整合性を図ることとしたらどうか。また、今後の的確な法人運営を確保

するためにも収益事業と非収益事業の区分を事業計画及び収支計画において関連性を持たせ、

分かりやすく区分して表記したらどうであろうか。 

 

 

３ 法人の組織運営に関する所見 

※ 財務管理の透明性，組織体制の状況など 

 

当法人の財務状況については、毎年度、総会において承認された財務諸表をホームページにア

ップし広く関係者の閲覧に供しており、その透明度には高いものがある。 

組織体制については、事業が多岐にわたり、その規模も相当なものとなっていることと対照す

ると、必ずしも、それに見合うものとなっていないのではないか。 

 

当法人の組織運営については、当然、法人の事業活動の在り方と密接不可分の関係にある。当

面、地域に協力者を求めながら対応するとしても、２に記述したとおり、中長期的計画を策定

する議論の際に、取組むべき課題に対応できる中長期的な執行体制、財務管理の在り方につい

ても議論されてはいかがであろうか。 

 

特に、資金の中には、各年度の事業の遂行に直接関わらない資金があるが、それについては、

基金制度を導入するなどして、一般資金管理から切り離して特別管理下に置き、中長期的計画

に沿った活用に備える工夫もしてはいかがであろうか。 

 

また、組織体制についは、本法人の事業が多岐にわたっていることを踏まえると、理事の担当

制を採用することが適確な事業執行を担保する上では必要と思われる。当該理事が各部門長と

しての役割を担いながら、理事長の下で、各部門の調整を理事会等で図りながら、内部統制の

利いた執行体制を構築することも必要なことではないであろうか。 
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4 

 

 

≪評価対象法人記入欄≫ 

４ 外部評価結果への対応状況 

  外部評価により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況（今後対応する場合は対応予定） 

提言・指摘等を受けた事項 対応状況又は対応予定 

今後の活動の中長期的計画について 

長期計画は「市内の竹林すべてを綺麗にすること」

という目的が有ります。そのためにはボランティア

での竹林整備だけではなく、竹が循環する仕組みづ

くりが重要と考えあれこれと模索しています。中期

的計画は模索中の為、明確にできておりません。努

力していきます。 

収益事業と非収益事業の区分について 
収益事業は食品関係だけです。その他竹林整備など

はすべて非収益事業です。 

基金制度の導入について 

理事会では、自前での活動場所を確保すべきだとの

指摘を受けて（現在は借地での活動ですが、地権者

が亡くなり相続された方から返還を要求された経緯

があります。）今年度は土地の取得を進めています。

一定土地の取得が出来た時点で資産は基金にしてい

く考えです。 

執行体制について 

理事会のメンバーと実際のボランティアさんとの間

に隔たりが有りボランティアさんを理事会に召集す

べきとの意見が理事会では議論されていますが、次

年度の理事変更時にボランティアさんを理事に依頼

して、意見を言うだけの理事さんと現場を知ってい

る理事さんとの数を半々にしていきたいと考えてい

ます。 

  

 

 

 

備考（審査委員会のコメント） 
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特定非営利活動に関する外部評価の評価項目について 

評価対象法人 特定非営利活動法人フォーラムひこばえ 

評価者氏名（職名） 浜岡 政好 （佛教大学 名誉教授） 

評価対象期間（年度） 令和２年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日） 

１ 法人の事業活動，組織運営等に関する状況 

（１）事業活動について 

ア 事業計画等を策定しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

各事業年度の事業計画は，組織的な合意形成(総会・理

事会等)に沿って策定しているか。 
☑ □ ☑ □ 

法人の目的を達成するための中長期的計画を策定し

ているか。 
☑ □ ☑ □ 

イ 法人の目的を達成するための基幹となる事業を実施しているか。 

法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

☑ □ ☑ □ 

→ 法人自己評価及び外部評価が「はい」の場合，基幹となる事業のうち優先順位の高いも

のから順に３件程度記入。 

項 目 
法人全体の労力に占める 

事業に割く労力の割合※ 

事業名 ひこばえ事業 25％ 

事業名 児童館・学童保育事業 

     うたの・ひこばえ児童館 
25％ 

事業名 放課後等デイサービス事業 

     放課後くらぶひこばえ  

     放課後くらぶひこばえ ふぅ 

25％ 

事業名 就労継続Ｂ型事業（含 生活介護） 25％ 

※ 例）総従事時間数に占める各事業の従事時間数の割合 

（２）組織運営について 

ア 定款に定める権能に基づき，総会で審議・意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。 
☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑ □ ☑ □ 
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イ 【定款で理事会の設置を定めている場合】定款に定める権能に基づき，理事会で審議・

意思決定が行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

定款に定める正当な招集者の範囲や方法で招集し，議

案書に基づき審議を行う体制となっているか。 
☑ □ ☑ □ 

定款で定められた内容を審議事項として審議してい

るか。また，総会の審議事項との区分は明確か。 
☑ □ ☑ □ 

決議や議事録署名人の選任，議事録の作成について定

款に定める方法で行っているか。 
☑ □ ☑ □ 

ウ 監事による監査は適正に行われているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

監事はその法人における特別な立場を理解し，第三者

性及び公正性が確保されているか。 
☑ □ ☑ □ 

監事は法人の理事や職員を兼務していないか。 ☑ □ ☑ □ 

監事は定款に定める職務を執行しているか。 ☑ □ ☑ □ 

予算・決算書の作成者が，監査まで行っていないか。 ☑ □ ☑ □ 

（３）情報公開について 

法人に関する情報を公開しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

活動の状況や法人運営に係る情報をホームページ等

の情報開示ツールで発信しているか。また，適時に更

新しているか。 

☑ □ ☑ □ 

活動の報告等を会報誌等で情報発信しているか。 ☑ □ ☑ □ 

法定の閲覧書類（事業報告書等，役員名簿，定款等）

はいつでも閲覧できる状態か。 
☑ □ ☑ □ 

事業報告書等の記載内容は，外部に対して理解しても

らえるように工夫※して作成されているか。 
☑ □ ☑ □ 

※例：概要の記載や、写真やデータなどを用いたレイアウト等、読み手に対して内容を分かりや

すく伝える工夫 

（４）コンプライアンス（法令遵守等）について 

コンプライアンス（法令遵守等）の観点から組織として取組を推進しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

事業・活動に関連する法令※を把握し，遵守している

か。 
☑ □ ☑ □ 

重要な事項や個人情報を含むデータ・書類等のリスク

マネジメントを行っているか。 
☑ □ ☑ □ 

※対象となる法令：特定非営利活動促進法，登記に関する法令（組合等登記令），税に関する法令

（法人税法等），労務に関する法令（労働基準法等），事業ごとに適用される法令（例：介護保

険制度に基づくサービス提供←介護保険法の適用）など 
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（５）外部評価について 

活動内容を評価し，改善する仕組みを有しているか。 

項 目 
法人自己評価 外部評価 

はい いいえ はい いいえ 

これ以前に外部評価を受けたことがあるか。 ☑  □ ☑ □ 

外部評価を受けた結果を，理事会等で審議する機会を

設ける等，改善する機能を有しているか。 
☑ □ ☑ □ 

 

２ 法人の事業活動に関する所見 

※ 活動の意義・成果等，広く社会に対して活動の成果を発信しているか，地域団体等の他団体との連携の状況など 

（1）活動の意義・成果等 

2020年度は新型コロナ禍の影響もあり、法人のひこばえ事業（自主事業）、児童館・学童保

育事業、放課後等デイサービス事業、就労継続Ｂ型事業（含生活介護）の 4事業はさまざまな

困難に直面することになったが、法人の原点に立ち返り、利用者本位の柔軟な実践に取り組ん

だ結果、安定した経営を維持することが出来たことは大いに評価できる。新型コロナ禍の下で

ひこばえ事業など活動の縮小を余儀なくされた事業もあったが、その中で地域における法人の

事業や活動の果たしている意義が、職員にも地域の利用者にも改めて再確認されていることが

うかがえる。 

2020 年度には新たな施設整備の運動が行われている。「ひこばえ建設委員会」（「ひこば

YELL」）では利用者と職員が一丸となって資金集めが取り組まれている。このように法人の次

の発展のための基礎づくりに向けた 1年であったと評価できる。単年度の事業計画では対応し

にくい施設整備の課題が示しているのは中長期計画策定の必要性である。中長期計画と単年度

計画をリンクさせ、PDCA サイクルで事業や活動を展開するスタイルに近づけていくことが求

められている。 

 

（２）社会に対しての活動成果の発信 

中長期計画の必要性は事業と活動の長期的な維持発展と関連しているが、それは同時に法人

のミッションや歴史を再確認し、利用者、地域住民、職員で共有することと重なっている。そ

れに関わって、法人職員行動規範が策定されたことは評価できる。今後、法人の 20 周年に向

けて、事業や活動の発展を考えるとき、法人の理念や歴史の文言化やその学習機会の制度化を

進める必要がある。活動成果の発信等については、ホームページが充実してきており、法人の

広報誌的役割を果たしている。他方、増大する職に対して法人全体の動きを共有するための独

自の媒体の必要性が高まっている。 

 

（３）地域団体等の他団体との連携 

16年にわたる事業の継続・拡大によって地域での認知度が高まっている。「地域をつなぐマ

スクプロジェクト」や「おたすけ隊ボード」の設置などコロナ禍のなかでも地域活動を継続し

ている。こうしたことなどもあって自治連など地域団体との関係は良好であり、地域における

法人の事業と活動の理解者・協働者を増やしていることは評価できる。 
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３ 法人の組織運営に関する所見 

※ 財務管理の透明性，組織体制の状況など 

（１）財産管理の透明性 

 総会において事業計画及び予算、事業報告及び決算書、監事監査報告書が審議、議決されて

おり、財務管理の透明性は確保されている。 

（２）組織体制の状況 

①総会・理事会 

 2020年度は総会 1回、理事会 6回、施設長会議 12回が開催されており、定款に基づき適切に

審議、意思決定されている。議事録も適切に作成され、保管されている。 

②監事・監査 

 監事は第三者性、公正性を確保しており、定款に定める職務を遂行している。 

③事務局体制 

 この間、事務局体制は少しずつ強化されてきているが、上記「法人の事業活動に関する所見」

で述べた法人の事業運営を適正かつ安定的に遂行するためには、まだ不十分である。4事業を総

合的に運営していくためには、理事会と施設長会などを支える事務局機能の強化が依然として

大きな課題である。このためには施設長を含めた職員集団との法人本部機能に対する合意形成

が課題となっている。 

④職員体制 

 事業規模が拡大する中で職員体制の量的・質的強化が求められている。職員研修の強化のた

めの研修委員会の定期開催や体系的な人材育成の仕組みづくりを急ぐ必要がある。またコミュ

ニティ会議（年間 11回）の開設は中堅職員の地域活動能力を磨くための場として大いに期待さ

れる。 

⑤危機管理体制 

 この間のコロナ禍への対応は、利用者・職員の安全性の確保や事業の継続性との関連で、BCP

の現状の確認とともに、それをさらに進化させる課題を提示している。 

 

≪評価対象法人記入欄≫ 

４ 外部評価結果への対応状況 

  外部評価により提言・指摘等を受けた事項に対する対応状況（今後対応する場合は対応予定） 

提言・指摘等を受けた事項 対応状況又は対応予定 

中長期計画と単年度計画をリンクさ

せ、PDCAサイクルで事業や活動を展開す

るスタイルに近づけていくことが求め

られている。 

 

 職員も増え、日常的な連絡体制も、朝礼や職員業

務 LINEで取りこぼしの無いよう心掛けてはいるが、

何か対応すべきことが起こっても、直接事業に関係

しないことは、職員間でも他人任せになってしまう

ところが否めない。業務の範囲、責任の明確化を行

い、施設長への報告、連絡、相談を徹底し、決定し

た事項は確実に連携してやりこなしていく力をつけ

るよう、体制を整えていきたい。具体的には施設長

会議の定例化を引き続き行い、連携をとっていくこ

とと、業務分掌の整備である。2021 年度中に整備す

る。 

 

利用者・職員の安全性の確保や事業の継

続性との関連で、BCP の現状の確認とと

もに、それをさらに進化させる課題を提

示している。 

 コロナ禍で、事業の停止はなかったものの、大き

な影響が出た時の対策の脆弱さが表面化してきた。

安全安心の対策を継続することを基本に、しかしひ

こばえの持つコミュニティーづくりの意義や利用者

の個別支援についても継続していくことを加味し、

2021年度中に BCPの策定を手掛ける。 
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今後、法人の 20 周年に向けて、事業

や活動の発展を考えるとき、法人の理念

や歴史の文言化やその学習機会の制度

化を進める必要がある。 

 

職員研修の強化のための研修委員会の

定期開催や体系的な人材育成の仕組み

づくりを急ぐ必要がある。 

  

この間施設建設に向けて、会員、利用者、職員が

一丸となった建築委員会「ひこば YELL」の実践にお

いて、職員は、自らの行動が法人を、地域を動かし

ていく実感を少し持てたように感じている。そうい

ったことがきっかけとなり、体験した法人の趣旨の

具現化を各事業の展開へと結び付けたい。また、中

堅層を中心としたコミュニティ会議においてもそう

いった展開に結び付けたい。 

 新規採用者から管理職まで、各段階に応じた研修

計画の見直しを、2021年度中に行う。 

 

事務局体制は少しずつ強化されてきて

いるが、上記「法人の事業活動に関する

所見」で述べた法人の事業運営を適正か

つ安定的に遂行するためには、まだ不十

分である。4 事業を総合的に運営してい

くためには、理事会と施設長会などを支

える事務局機能の強化が依然として大

きな課題である。このためには施設長を

含めた職員集団との法人本部機能に対

する合意形成が課題となっている。 

 

 

 今年度末から次年度にかけて、法人の趣旨の具現

化である「ひこばえ第三の居場所」を運営する。運

営にあたり居場所をコーディーネートする人材を、

職員の中から選出し、体制を作る必要がある。法人

の趣旨をよく理解している職員がコーディネート業

務に専念していくために、事務局で行っているルー

ティンワークについて委譲していけるよう、2021 年

度中に体制や手順マニュアルを整備していきたい。 
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